
監査公表第３号 

 

呉市監査基準を一部改正し，令和５年４月１日から実施するため，地方自治法第１９

８条の４第４項において準用する同条第３項の規定により，別紙のとおり公表します。 

 

令和５年３月３０日 

 

呉市監査委員 

大 下 正 起 

沖 本 恭 治 

福 永 髙 美 
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○写  



呉 監 第 ３ １ ４ 号  

令和５年３月３０日  

 

 各市民センター長様 

 

                            監 査 事 務 局 長 

 

呉市監査基準の公表に係る事務処理について（依頼） 

 

別紙のとおり送付しますので，公表に係る事務処理についてよろしくお願いします。 

 

監査公表第３号  呉市監査基準の一部改正について 

 

※ 正（公印を押印したもの）･･･ 支所掲示場への掲示をお願いします。 

写し          ･･･ 閲覧希望がある場合に，お使いください。 


